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町
行
政
の
不
祥
事
が
相
次
い
で
明
る
み
に
な
る
中
、
甲
良
町
議
会
12

月
定
例
会

（４
日
は
全
員
協
議
会
）
が
6

日
か
ら
12

日
ま
で
の
会
期
で

開
催
さ
れ
ま
す
。
11

月
27

日
に
議
会
運
営
委
員
会
で
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
議
案
は

「30
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
」
な
ど
で
す
。 

一
般
質
問
は
木
村
、
阪
東
、
建
部
、
田
中
、
西
川

（以
上
が
６
日
）、

宮
嵜
、
西
澤
、
山
田
裕
康

（以
上
が
７
日
）
の
各
議
員
の
順
で
す
。 

西
澤
議
員
の
一
般
質
問

（要
旨
）
を
紹
介
し
ま
す
。 

野
瀬
町
政
発
足
か
ら

一
年
。
町
長
自
ら
の
不
祥
事
な
ど
が
次
々
発
覚

し
、
求
心
力
、
指
導
力
の
低
下
で
大
き
く
揺
ら
い
で
い
ま
す
。
不
正
の

な
い
、
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
町

へ
の
願
い
は
切
実
で
す
。 

町
長
の
政
治
姿
勢 

１
、
昨
年
の
町
長
選
挙
の
借
入
金

少
な
く
と
も
４
百
万
円
に

つ

い
て
重
大
疑
惑
が
。
①
選
挙
運

動
収
支
報
告
の
義
務
付
け
の

認
識
は
。
②
真
相
を
語
る
べ
き

で
は
。 

２
、
「行
政
力
の
再
生
」
「町
政
を

一
新
し
ま
す
」
「職
員
力
を
高

め
ま
す
」
・
・
・
こ
れ
が
公
約

な
ら
ば
、
こ
れ
が
実
現
で
き
る

よ
う
何
を
ど
の
よ
う
に
取
り

組
ん
で
き
た
の
か
。 

３
、
①
税
務
の
信
頼
回
復
に
取
り

組
ん
で
き
た
と
胸
を
張
れ
る

か
。
②
そ
の
認
識
と
職
員

へ
の

指
示
は
。
③
税
務
の
混
乱
回
復

の
た
め
の
人
事

・
管
理
は
。 

４
、
「行
政
報
告
」
（
11

月
15

日

付
）
の
問
題
に
つ
い
て 

①
未
納
者
デ
ー
タ
約
６
０
０

０
件
に
つ
い
て

「約
２
０
０
０

件
は
2

日
間
で
」
「残
り
約
４

０
０
０
件
は
数
日
間
で
修
復

で
き
た
」
と
あ
る
。
未
納
者

へ

の
催
告
、
分
納
誓
約
の
指
導
な

ど
収
納
促
進
に
向
け
て
税
務

課
の
職
務
を
町
長
と
し
て
掌

握

・
指
導
し
て
き
た
か
。
②
約

２
０
０
０
件
デ
ー
タ
消
去
の

後
、
「デ
ー
タ
回
復
」
と

「精

査
作
業
」
を
正
確
に
区
分
せ

ず
、
「修
復
」
と
表
現
し
て

「Ｋ

の
着
服
額
」
と

「真
の
未
納
」

「他
」
に
分
類
す
る

「精
査
作

業
」
が
正
確
に
行
わ
れ
て
い
な

か

っ
た
事
実
を
は
ぐ
ら
か
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
③

「す
べ
て
が
着
服
の
疑
い
が

間違って流出 まず請求人に謝罪を 
 個人情報が情報公開請求の正式な手続きの中で、誤って山田裕康議

員（請求者）に渡されていた事件で、町は 28 日、税務課の内部資料

であることを認める記者発表を行い謝罪。しかし、30 日、請求者に

対し返還を求める書面には「お詫び」の一言もなく、お詫びは全ての

検証が終了してから、との方針であると説明。西澤議員は、まずは迷

惑をかけた山田氏へのお詫びが一番ではないのか、と山田氏と共に抗

議。対応した企画管理課長は町長にその旨を伝える、と答えました。

流出した個人情報は 30 日、山田氏から町に返還されました。 

あ
る
」
と
は
正
確
さ
に
欠
け

る
の
で
は
。
④

「徴
収
事
務

を･
･
･

ス
ト
ッ
プ
し
て
い
ま

し
た
」
と
い
う
事
実
を
今
ま

で

一
度
も
明
ら
か
に
し
て
い

な
い
の
で
は
。
行
政
と
し
て

根
本
的
に
間
違

っ
て
い
る
の

で
は
。 

５
、
行
政
の
信
頼
回
復
は
待
っ

た
な
し
で
あ
る
。 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
継
続
を 

こ
の
問
題
は
現
在
の
利
用

者
・そ
の
家
族
の
み
な
ら
ず
、

多
く
の
町
民
の
関
心
事
だ
。 

１
、
町
長
か
ら
の

「事
業
継
続

の
要
請
書
」
の
受
け
取
り
を

実
質
拒
否
し
、
弁
護
士
を
通

し
て
し
か
話
せ
な
い
と
伝
え

て
き
た
と
聞
い
た
が
、
そ
の

真
相
は
。 

２
、
町
が
事
業
か
ら
の
撤
退
を

決
め
た
の
に
は

「社
協
が
決

め
た
」
と
は
別
の
理
由
が
聞

こ
え
て
く
る
が
。 

３
、
社
協
に
対
し
町
の
監
査
委

員
に
よ
る
監
査
は
可
能
だ
と

考
え
る
が
。 

４
、
人
事
の
刷
新
や
社
協
が
継

続
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
町

の
直
営
を
早
急
に
準
備
す
る

必
要
が
あ
る
が
。 

人
口
減
少
問
題 

１
、
「激
減
」
の
原
因
を
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
る
か
。 

２
、
税
収
の
減
少
が
懸
念
さ
れ

る
中
、
見
通
し
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。 

３
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
も

影
を
落
と
す
懸
念
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
。 

職
員
に
よ
る
刑
事
告
訴 

刑
事
上
の
争
点
を
た
だ
す
つ
も
り
は

な
い
。
し
か
し
、
町
長
の
行
政
ト
ッ
プ

と
し
て
の
見
識

・
公
正
性
が
問
わ
れ
る

問
題
を
い
く

つ
か
正
し
て
お
き
た
い
。

（11
月
7

日
の
会
見
を
取
材
し
た
） 

１
、
本
年
５
月
、
町
長
は
職
員
に
対
し

「M
議
員
に
謝
る
よ
う
に
」
な
ど
と

指
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
。
①
事
実

か
。
②
そ
の
理
由
は
何
だ

っ
た
か
。

③
個
人
的
に
謝
罪
を
指
示
し
た
こ
と

が
過
去

（幹
部
職
員
在
職
中
も
含
む
）

に
あ
る
の
か
。 

２
、
分
限
懲
戒
審
査
委
員
会
に
つ
い
て
。

①
処
分
対
象
職
員
の
弁
明

・
事
情
説

明
の
機
会
を
与
え
た
か
。
与
え
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
②
受
診
命
令

の
根
拠
は
何
か
。
③
分
限
懲
戒
審
査

委
員
会
の
答
申
と
受
診
命
令
と
の
矛

盾
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
。 

来
年
度
予
算 

１
、
現
時
点
で
の
進
行
状
況
と
課
題
は

ど
こ
に
。 

２
、
子
育
て
応
援
を
充
実
さ
せ
る

「家

庭
支
援
」
の
具
体
化
と
推
進
態
勢
は

ど
こ
ま
で
進
ん
だ
か
。 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

仕
事
の
受
注
拡
大
を
町
と
し
て
ど
の

よ
う
に
進
め
る
か
。 

 


